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５類移行後の変更点第１章
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令和５年５月8日以降、新型コロナ患者は、

法律に基づく外出自粛は求められません。外出

を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

高齢者施設においては、重症化リスクを有す

る高齢者が多く生活していることも考慮してく

ださい。

5類移行後の変更点

療養期間の目安（推奨される期間）

★無症状の場合は検体採取日を0日目とします

やむを得ず外出する場合、症状がないことを確認し、
マスク着用等を徹底してください

発症日を0日目として5日間は外出を控える

※特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため

熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して
24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見る

ただし、5日目に症状が続いていた場合・・・

※症状が重い場合は医師に相談してください

参考：令和５年4月14日付 厚生労働省通知
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5類移行前
（R５年5月7日まで）

5類移行後
（R5年5月8日から）

報告 直ちに保健所へ
10名以上or利用者の半数以上

発生した場合は報告

資料作成・提出 直ちに保健所へ 上記の場合は報告書提出

急変・
体調不良時

保健所、かかりつけ医、
嘱託医に報告・相談

かかりつけ医、嘱託医へ相談

受診調整 保健所が実施 かかりつけ医、嘱託医が実施

感染症対策の
相談

保健所へ かかりつけ医、嘱託医へ

※１ 詳細は佐世保市ホームページを参照
※２ 原則施設と病院間で行い、必要時保健所は入院調整方法の助言を行う
※３ 保健所は相談があれば感染対策など資料の提供や助言を行う

※1

※1

※２

※３

相談先として

引き続き保健所をご利用いただけます

・感染症対策の助言

・入院調整が困難な時の助言
など

困ったときはご相談ください！

これまでの対応との比較（陽性者が出た場合）
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◆施設で体調不良者が出た時のフロー図（流れ）

協力医や嘱託医へ
報告・相談

診察・検査陽性 陰性

施設内で必要な対応
●体調不良者への通常対応
（バイタルチェックなど）

施設内で必要な対応
●適切な感染防護具の使用
●ゾーニングの実施
●BCPに沿った対応
●健康観察の実施

体調不良者が出た！

保健所への連絡は
不要です

※受診や入院が必要な場合、施設と病院間で調整

施設内で情報を
集約してから相談

リーダーとなる人が情報を
取りまとめ、他のスタッフ
も情報共有ができるように
工夫することが必要です

◆陽性者の状態別フロー図

医師の診察の結果
入院が必要ないと
判断された場合

医師が入院必要と判断
しているのに病院に入
院を断られた場合

急変時

引き続き施設内で陽性者対応をする
※保健所が入院調整をすることはありません

保健所に相談をする
※保健所から入院調整の助言を行います

医師に相談する・救急車を呼ぶなど、
施設の判断基準に則り対応する
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施設内で体調不良者が出た時の対応



1. 医療機関との連携を構築・強化

2. 物資の備蓄
（検査キットや感染防護具など）

3. 有事の際も業務を継続するための
計画書（BCP）作成

体調不良者が出た時などに速やかに受診につな
げられるように、日ごろから医療機関との連携構
築または強化をしておきましょう。

感染者数が増加したときに、物資の需要が高ま
ることが予想されます。平時に備蓄しておくこと
が望ましいです。

※備蓄数は必要数の約２か月分の確保が望ましい

突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生
しても、重要な事業を中断させない、または中断
しても可能な限り短い時間で復旧させるための方
針、体制、手順を示した計画が重要です。

6

平時から準備しておくこと



• 毎日の健康観察の実施

• 症状があるときは、早期の受診（検査）につなげる

5類移行後は施設から直接医療機関へ相談し

受診調整する流れとなります。

（※保健所の介入はありません）

平時から嘱託医、協力医、かかりつけ医との連携が重要 ！

◆入所者の健康管理

• 職員一人ひとりの体調管理

• 症状があるときは、感染を想定して行動する
（施設のルールに従って検査や出勤停止を検討する）

5類移行後の療養期間の目安

★発症の翌日から5日間は外出を控える

★症状が軽くなってから24時間程度は、外出を控えることが推奨される

★１0日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、

マスクの着用や、高齢者などのハイリスク者との接触は控える

参考：令和５年4月14日付 厚生労働省通知

◆職員の健康管理

引き続き基本的な
感染症対策が必要！！

５類移行後コロナの
感染力が急に弱まる
わけではない
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健康管理も大切です



平常時の対応について第２章
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スタンダード
プリコーション
（標準予防策）

◆平常時の対応とは・・・

血液や排泄物、体液（唾液等）などが感染源になる

◆標準予防策(スタンダードプリコーション)とは？

⇒すべての医療現場において全患者に共通して実施される感染予防のた

めの対策で、感染症の有無に関わらず、汗を除くすべての湿性生体物質

（体液、分泌物、血液、排泄物、粘膜、損傷した皮膚など）を感染源と

みなし対処する

感染症の有無に関わらず感染予防のために必要

周囲環境 消毒
個人防護具
（PPE）

手指衛生

そのために…
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⇒みんな「無意識」に顔を触っているから！！

ウイルスがついた手で
顔を触ると感染する

◆手洗いや手指消毒が必要なのはなぜ？

顔に触れた回数の約４４％は
目、鼻、口の粘膜部分に触れている！！

目 ３回

口 ４回

鼻 ３回

手洗い・手指消毒は感染対策の基本

◆手洗い時はどういう所に注意すればいいの？

⇒洗い残しが多い箇所に気をつけましょう！
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１時間に平均２３回は
顔を触っています！

※下図参照



一接触・一消毒

◆手洗いや手指消毒のタイミング

入所者に触れる前後
例）入浴、移動介助、バイタル測定

入所者の周辺物品に触れた後
例）リネン交換など

体液に触れた可能性があるとき
例）口腔ケア後、損傷皮膚のケア後

清潔援助の前後
例）口腔ケア

◆手指消毒を設置するときは・・・

工夫として・・・

利用者が間違えて飲んでしまわないよう手すりなどに結びつける

施設形態や利用者の特性を考慮して、
手指消毒を設置しましょう

他にも・・・
棚の中に保管したり、利用者の目の届き
にくい場所に設置している場合もある

注意点

ポンプを押すときはしっかり下まで下げること！
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＜使い捨てエプロン＞

＜サージカルマスク＞

＜フェイスシールド＞
または

＜ゴーグル＞

＜手袋＞

口や鼻からの侵入を防ぐ

目の粘膜からの侵入を防ぐ

皮膚に付着するのを防ぐ
着衣に付着するのを防ぐ

【個人防護具の目的】

入所者の介助ごとにエプロンを交換しないと・・・
・続けて他の入所者の介助を行うと免疫力の低い高齢者は感染する可能性がある

⇒無意識に職員が菌やウイルスを拡げているかも？？

一人の介助が終わるごとに使い捨てエプロンを交換しましょう

⇒個人防護具（PPE）が必要！

12

◆手洗いや手指消毒だけでは感染は防げない

〈使い捨ての再利用〉〈布エプロン〉

◆出来るだけ使い捨てエプロンを使用しましょう



【介助の内容】 【職員の状況】

・軽度の身体接触

マスク

【必要な感染対策】

〈バイタル測定〉

〈レクリエーション〉

〈移動〉

〈入浴介助〉

◆平常時の感染対策（PPE）例

〈食事介助〉

・距離が近い
・唾液や食べ物が飛ん
でくる可能性がある

・距離が近い
・飛沫が飛ぶ可能性が
ある

・感染源となる唾液な
どを触れる可能性が
ある

〈口腔ケア〉 フェイス
シールド

マスク

手袋

使い捨て
エプロン

フェイス
シールド

マスク
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どんな時にどんな装備がいいかの
明確な答えはありません

施設の職員の皆様で

個人防護具のそれぞれの目的を理解し、

感染症の発生の有無に限らず

どんな時にどんな装備をするか話し合い、

統一した対応をしましょう

スタンダードプリコーションのポイント

平常時の対応まとめ

個人防護具
⇒目的を正しく理解する

手指衛生
⇒一接触・一消毒

平常時から手洗い・手指消毒が大事なんだ！

個人防護具をきちんとつける必要があるんだ！
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陽性者への対応について第３章
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①②

③

◆新型コロナウイルスの特徴

・症状は発熱、咳、咽頭痛などの風邪症状、稀に重症化する

・感染可能期間は、発症の2日前から発症後7～10日間程度

・感染経路は飛沫感染とエアロゾル感染

飛沫感染

エアロゾル感染

日常会話

空気中にとどまる

咳やくしゃみ 参考：診療の手引き第9版

飛沫より更に小さな水分
を含んだ状態の粒子

空気中に浮いている

まずは換気!!
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① 居室の窓を開ける

② 陽性者の居室のドアは閉める

③ 空気の流れを作る（扇風機など）



職員が感染対策を意識することができる
陽性者対応のための物品を配置しやすい
陽性者と同室だった入所者とその家族に配慮できる
etc…

その他 ･･･

ゾーニングってなぁに？

なんでコロナはゾーニングが
必要なの？？

① 隔離するための空室をつくる

・・・空室がない場合は、陽性者と接点のない利用者を別室へ移動させる

② 陽性者を空室へ移動させる

③ 陽性者と同室だった入所者は移動させずに健康観察に注意

・・・可能な限り陽性者にはサージカルマスクを着用させ、
移動を行う職員は防護具を着用する

・・・陽性者の同室者はすでに感染している可能性が高いため、
十分な健康観察と感染対策を行う

※１有症状者と他の利用者が空間を共有することがないよう、

個室での療養を原則とする。トイレも専用とすることが望ましい。

※２隔離は個室が望ましいがコホーティング（同じ感染症の患者同士を同室）も可。

◆陽性者を隔離する注意点

※１ 第８７回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード：舘田先生
※２ 厚生労働省：新型コロナウイルス感染症への対応について

多床室で、空室がない場合は…

居室が元々個室であれば、そのまま居室をレッドゾーンとする

◆ゾーニングとは・・・

⇒清潔区域（グリーンゾーン）と

汚染区域（レッドゾーン） に分けること！！

⇒他の入所者に感染させないため！！
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① 陽性者と接点のない入所者を別室へ
移動させる。陽性者を隔離するため
の空室をつくる

（棟内の状況として）
・１部屋４人の多床室
・空室なし
・全室満床ではない 移動前

Ａ室 Ｂ室 Ｃ室 Ｄ室

移動後

ゾーニング例
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多床室で陽性者が２名の場合①

･･･ベッド

･･･陽性者

空室

Ａ室 Ｂ室 Ｃ室 Ｄ室

①

①



② 陽性者を空室へ移動させる

レッドゾーン
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移動前

･･･ベッド

･･･陽性者

空室

ゾーニング例

多床室で陽性者が２名の場合②

（棟内の状況として）
・１部屋４人の多床室
・空室なし
・全室満床ではない

移動後

Ａ室 Ｂ室 Ｃ室 Ｄ室

Ａ室 Ｂ室 Ｃ室 Ｄ室

②

②



③ 陽性者と同室だったA室の入所者とC室の入所者は
感染している可能性が高いため、
移動させずに 健康観察 に注意が必要

20

･･･ベッド

･･･陽性者

空室

ゾーニング例

多床室で陽性者が２名の場合③

（棟内の状況として）
・１部屋４人の多床室
・空室なし
・全室満床ではない

･･･発生高リスク

レッドゾーン

Ａ室
Ｂ室

Ｃ室
Ｄ室



間違ったゾーニングの例

ビニールカーテンは消毒が難しく、
たくさんの人が頻繁に触れてウイ
ルスを媒介しやすくなります。

衝立の設置や、
色付きのビニールテープを使う

グリーンゾーン

レッドゾーン

正しいゾーニングの例
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場面
サージカル
マスク

N95マスク 手袋
ガウンまたは
エプロン

アイシールド
またはフェイ
スシールド

通常
（受付・患者搬送）

〇
△

（入所者マスク
未着用時）

軽度の身体接触
（診察・検温）

〇
△

（入所者マスク
未着用時）

濃厚な身体接触
（リハビリ・食事介助）

〇 〇 〇
△

（入所者マスク
未着用時）

エアロゾル発生時
（口腔ケア・吸引）

〇 〇 〇 〇

環境清掃 〇 〇

◆接触程度に応じた個人防護具の選択

コロナ陽性者への対応

マスク

手袋

ガウン

マスク

フェイス
シールド

N95マスク

ガウン

手袋

不安であれば他の防護具を追加して良い

エアロゾル発生時
口腔ケア・吸引

濃厚な身体接触
リハビリ・食事介助

軽度な身体接触
バイタル測定
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グリーンゾーン内で個人防護具を着用し、

レッドゾーン内で個人防護具を脱衣する

レッドゾーンで脱衣せずグリーンゾーンに出てしまうと・・・

グリーンゾーンとレッドゾーンはだれが見ても

一目でわかるよう明確化し、

職員みんなでゾーンの共通認識を持ちましょう

ウイルスが
グリーンゾーンに！！

コロナは5類に移行したとしても…

コロナの感染力は弱まるわけではありません！

正しく個人防護具を脱衣する

介助終了後は

個人防護具の着脱方法を
確認しましょう！

正しく個人防護具を着衣し

陽性者の介助を行うときは
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グリーンゾーン

室内での物品の設置例

入口

【ポータブルトイレの設置】
・ポータブルトイレを居室内
に設置できない時は、陽性
者専用のトイレを作る

・時間を決めて便座や手すり
などこまめに消毒する

【換気】
・定期的に窓を開ける

レッドゾーン

廊下

・マスク、手袋、ガウン、
フェイスシールドを着用する場所

・手指消毒も行う

＋

【アルコール消毒薬の設置】
・出入りのたびに手指消毒
を徹底

【蓋つきのゴミ箱の設置】
・手袋、ガウンを脱ぎ廃棄
・マスクは廊下に出てから
交換
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第一選択は居室がレッドゾーンといいつつも・・・

陽性者が廊下を徘徊して、
居室対応が難しい！！

陽性者へ 職員へ 陽性ではない
入所者へ

職員間での感染を防ぐために…

職員が利用する場所（食堂や詰所、休憩スペース、職
員用トイレなど）では、清潔区域とし、防護具を脱ぐ
ことを徹底する。また換気・手指消毒を行う

居室で過ごすよう
に声かけ

換気
居室で過ごすように
声掛け

マスクの着用

防護具の着用

介助後に防護具を脱衣 陽性者の２ｍ以内に
近づかない

マスクの着用

感染の拡大を防ぐ

◆廊下で過ごす陽性者がいる場合の対応
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◆陽性者を歩行介助する場合

介助後、
手洗い・手指消毒

感染リスクは少ない

両者がマスクを
着用している

ｃ

◆「居室で食事する」が基本

難しいときは、距離をとって換気をする

２ｍ
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使う順番に並べると
使いやすいね！
１接触１消毒を忘れずに！

在庫の状況がわかりやすくて
管理しやすいね！

◆整理整頓のポイント

物が散乱していて、清潔・不潔がわかりにくい
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これならとなり同士
あたらなくて
衛生的だね！

28

歯ブラシ同士が当たっている



フェイスシールド

Ｎ９５マスク

隣同士が接触している

固定されていないため、隣と接触する
可能性がある

フェイスシールドやＮ９５マス
クの表面にはウイルスが付着し
ている可能性があるので、当た
らないように保管しよう！

フェイスシールド

Ｎ９５マスク

使用後のフェイスシールドは
アルコールシートで内側から
外側の順に拭いて保管する
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共有したい情報が
誰がみてもわかるよう
に掲示されていて
ステキです♡

◆情報共有のポイント

陽性者の対応は職員みんなの理解があって成り立つもの。
平常時に話し合いとシミュレーションを行い、
緊急時も慌てずに対応することが大切。
それぞれの施設のやり方を見つけていきましょう！

◆職員間のコミュニケーション

ＳＮＳを利用する、ホワイトボードに記載するなど、
情報共有の方法は各施設で検討してみてください。
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～環境整備のチェックポイント～

【物品の整理整頓】
□ 物品とともにその名称を表示し、在庫の状況を視覚的に

わかりやすくする。
□ グリーンゾーンに置く個人防護具は、着用する順番に並

べると使いやすい。

【歯ブラシとコップと義歯】
□ 隣の人の歯ブラシ等に当たらないように、置き場所を

工夫する。
□ 可能であれば、本人の部屋で管理する。

【フェイスシールドとＮ９５マスク】
□ 隣と接触しないよう距離をあけて、吊り下げて保管する。
□ 誤って他者のものを使用しないように名前を記載する。
□ 使用後のフェイスシールドはアルコールシートで内側から

外側の順に拭いて保管する
□ Ｎ９５マスクは消毒できないため、汚れたら交換する。

【情報共有】
□ 共有したい情報は、視覚的に掲示するとわかりやすい。

ガウン

アルコール消毒薬

手袋

①内側
②外側
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第４章 BCP（業務継続計画）
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そもそも、 って何??

大地震等の自然災害、感染症のまん延など、突

発的な経営環境の変化など不測の事態が発生し

ても、重要な事業を中断させない

または中断しても可能な限り短い時間で復旧さ

せるための方針、体制、手順を示した計画

＊施設内で、新型コロナウイルス感染症が発生した場合、

無症状者や軽症者含め原則施設内での療養となります。

＊そのような中であっても、サービスが安定的・継続的

に提供されることが必要であるため、 BCP（業務継

続計画）の作成をしておくことが重要です。

＊これまで、多くの施設でクラスターが発生した状況の

中で、現場は混乱し感染拡大が長期化した施設もあり

ます。感染を早期に終息させるためにもBCPの作成が

非常に重要になります。

Ｂ Ｃ Ｐ
（業務継続計画）
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困ったな（汗）

どうしよう？？（涙）

具体的な困り事は・・・

施設で陽性者が発生したら・・・

職員が、陽性に
なって働ける人が
いない・・どうし
よう？？

入所者の体調
が悪くなった
らどこに相談
したらいい？

この状況を職場の
誰に連絡・報告し
たらいいの？

マスクやガウンな
ど在庫はどれくら
いあるのかな？？

誰が陽性者なのかな
ど、施設内の情報共
有はどの方法がいい

のかな？

施設内で
陽性者が発生!!
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◆各担当者を決めておくこと（誰が、何をするか）

必ず役割分担を行い、対応者を決める
（できれば、一人だけではなくサブまで決めておく）

例）物品在庫管理係、職員シフト再検討係、入所
者健康観察係など

◆連絡先を整理しておくこと

（連絡する優先順位も決めておく）

施設長に連絡、ケアマネに連絡、入所者の家族に

連絡、法人本部に連絡・・・連絡先はたくさんある

◆必要な物品を整理しておくこと（在庫管理も含めて）

できれば２か月分くらいの在庫があるとよい。
感染拡大期は業者に頼んでも納入までに時間がか
かるので平時からの在庫管理が必要

◆施設内で情報を共有すること

施設長や管理者だけが知っていてもダメ、施設内で
情報共有できるツールを作成しておく。

ホワイトボードの活用やＳＮＳの活用など各施設内
で情報共有のためにどんな工夫がありますか？？
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◆職員の確保

業務が回らなくなってからではなく、早めに対応を検
討する

症状がある場合でも無理に出勤することがないよう
に職場環境を整える

同法人内からの支援を検討する

◆過重労働、メンタルヘルス対応

連続した長時間労働をしている場合、週1日は完全
休とする。定期的に勤務時間等を確認し、休憩時間や
休憩場所の確保に配慮する。

職員同士、日頃から声かけやコミュニケーションを大
切にする。外部の専門機関にも相談できる体制を整え
ておく

★業務継続計画（ＢＣＰ）は
作って終わりではなく、
定期的に見直し・研修す
ることが重要です。
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・異動者や退職者がそのまま連絡先になってないか？

・役割分担は現状でＯＫか？



作るの大変そう（汗）

面倒じゃない？（涙）
そんなことはありません。実は・・・

でも・・・

厚生労働省 ＢＣＰ 検索

佐世保市コロナＢＣＰ 検索

◎令和3年度(2021年度)に介護報酬が改定に伴い、業務継続計
画の策定が義務づけられました。策定を2024年3月までにしな
ければなりません。

◎令和3年度（2021年度）に障害福祉サービス等報酬改定に伴い、
業務継続計画の策定を2024年3月までにしなければなりません。

業務継続計画（ＢＣＰ）を作って終わりではなく、定期的
に見直し・研修することが重要です。

業務継続計画の
ひな型があります！！
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厚生労働省 ＢＣＰ 検索

38


